
  

                                                                      

平成３０年４月１日から、障害者雇用義務

の対象として、これまでの身体障害者、知的

障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定

雇用率も変わります。「障害者の雇用の促進

等に関する法律（障害者雇用促進法）」に 

よって、一定規模以上の事業主は、障害者を

一定割合以上雇用することになっています。 
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銚子市自立支援協議会の職場体験実習の取り組みが今年度から旭市と匝瑳市の自立支援

協議会でも始まりました。多くの企業で貴重な経験をする機会となりました。 
 

 

 

＜銚子市＞ 
２９年度で６年目となる銚子市
では、就労移行支援事業所が主
体となって実習を行いました。
水産加工工場や市役所、学校、
福祉施設など４か所で８名が職
場体験実習を行いました。 

海匝地域での職場体験実習の取り組み 

※今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企 
業の範囲が「従業員５０人以上」から「従業 
員４５．５人以上」に変わります 

＜旭市＞ 
事前にアンケートを行い、実習
生の受け入れ可能と回答いただ
いた企業のうち６社で１２名の
実習を行いました。実習生の希
望が多かった企業では５名を受
け入れて下さいました。 

＜匝瑳市＞ 
７月から１２月にかけて４名の
実習を行いました。実習先の企
業は、工場、販売、老人福祉施
設などで、部品の加工、清掃、
事務補助などの仕事の体験をし
ました。 

障がい者と雇用

東総就業センター ニュースレター 

第３１号 平成３０年３月発行 

４月１日から 障害者の法定雇用率が変わります 

職場体験実習を受け入れていただける企業は随時、募集しています。また、

受け入れに向けてのご相談も受け付けておりますので、東総就業センターへ

ご連絡ください。お待ちしております。 

 旭市の実習受け入れ企業担当者から 

○ 挨拶がしっかりしていた 

○ 明るい表情が好印象だった 

○ 指示通りにやってもらい助かった 

○ まじめで一生懸命取り組んでくれた 

○ 意欲的だったが集中力とスピードを 

もう少し意識できると良い 

○ アドバイスに対して素直に受け入れて 

 くれていた事が高評価である 

旭市の職場体験実習参加者からの感想 

○ 職場での経験が楽しかった 

○ 緊張した 

○ もう少し早く作業したかった 

○ 会社の方が自分のことをいろいろ 

考えてくれていることがわかった 

○ これからはもっと集中して作業をがんばっていきたい 

○ 実習を通じて普段やらない事でも取り組む機会になった 

 実習の経験を私生活でも活かしていきたいと思った 

◎ 詳しくは、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークのホームページをご参照ください。また、 

障害者の雇用に向けたご相談はハローワークや障害者就業・生活支援センターへお願いします。 

※ 精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である 

  短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満である方）に関する算定方法が見直しされます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

『普段は企業で働く障害のある方が休日をどのように過ごしているか』ということで、

今回は「ピアダンス」という共通の趣味を持つ３名について紹介させていただきます。

原稿の一部はみなさんに書いていただきました。 
 

 

 

『ピアダンス』とは… 

「健康のために運動がしたい」という声に

応えられるよう、また幅広い年齢の方が楽

しく踊れるよう考案されたそうです。東総

地域を中心として各地に教室があり、イベ

ントなどでの発表に向けた練習をしてい

るそうです。 

 

                

１月１３日に皇居や東京駅周辺に「日帰

り旅行」を実施しました。今回、往復に公

共交通機関（高速バス）を使ってマナーを

守るという目的もありましたが、晴天にも

恵まれ旅行を楽しむことができました。 

 

 

 

 

 

 平成２９年度第４回職場定着促進

のための勉強会が２月３日に香取市

中央公民館で開催し６３名の方に参

加していただきました。今回は「社会

人としての心構え・働き続けるために 

必要なこと」をテーマに障害者就

業・生活支援センタービック・ハ

ート柏の佐藤敦様からみなさんに

わかりやすいお話をしていただき

みなさん熱心に聞かれていました。 

職場定着促進のための勉強会 

企業で働いている方や一般企業への就職を目指し就労移行支援
事業所等へ通う障害のある方たちが、仲間づくり、余暇活動の
充実、生活スキルの向上を目的に約３０名が活動をしています。 
随時、見学や会員の募集をしていますので、興味のある方は事
務局までご連絡ください。 

＜活 動＞ 毎月１回程度（土曜日を中心に活動を行います） 
＜活動費＞ 月１，０００円（年間１２，０００円） 
      その他、自己負担が必要な活動の時はその都度、 

参加費の案内があります。 

［問い合わせ先］ 

 のぞみ会事務局（障害者就業・生活支援センター 東総就業センター内） 

 電話番号 ０４７９－６０－０２１１ ＜担当＝丸山＞ 

の ぞ み 会 活 動 

のぞみ会 会員募集のお知らせ ↑ 集合場所の東京駅丸の内口 

← 警視庁・ポリスミュージアム 

皇居の石垣の前で集合写真を撮りました 

講師の佐藤様 

 私はピアダンス野栄教室で毎週水曜日に野栄アリーナで

練習を行っています。優しい先生が３人いて、今は「タッ

チ」、「サザエさん」、「河内おとこ節」のおどりをやってい

ます。ピアダンスの練習には３０人くらいが参加していて、

家のことだったり、会社のことを話したりします。おどり

の披露をふれあいパーク八日市場やのさかふれあい祭りで

するので仕事が休みの日でも充実しています。 

 別の会社で働く川島さんもピアダンス野栄教室で一緒に

練習をしていて、４月８日の『のさかチューリップまつり』

でもピアダンスをおどります。１１時１５分からおどるの

でぜひ来てください。             大川 司 

 

 

 

 

 

 

 

 
大川さんの所属するピアダンス 

野栄教室のみなさん 

２０１８年のチューリップまつりの予定

についてニュースレター発行時点ではま

だ情報が掲載されていませんでした。詳

細は匝瑳市のホームページの「市民まつ

り・イベント」をご覧ください。 
 

 私はいいおかぴあクラブでピアダンス

の練習をしています。旭市の『袋公園桜

まつり』でピアダンスをおどります。４

月７日の１３時４５分から袋公園イベン

ト会場でおどります。ぜひ見に来てくだ

さい。           加瀬 香織 

 

平成３０年袋公園桜まつりは

４月１日～４月１２日に開催

（鯉のぼりは５月６日まで掲

揚）されます。加瀬さんが出

演するイベントは、４月７日

（荒天の場合は８日に順延）

９時１５分から１４時３０分

までです。 

企業で働く障害のある方は休日をどのように過ごしてる？ 


